
 仕 様 書 

 

１ 業務名 

  九州国立博物館 特集展示「太宰府博覧会と鎮西博物館－明治時代の博物館構想－」 

展示会場造作業務 

 

２ 展示場所 

  九州国立博物館 ４階 文化交流展示室 第１１室 

 

３ 展示内容 

  令和７年度特集展示「太宰府博覧会と鎮西博物館－明治時代の博物館構想－」企画書を

参照 

 

４ 履行期間 

  契約締結日～令和７年１２月４日 

  ※設営にかかる展示室での造作物の設置、搬入等は令和７年１０月１４日（火）～ 

令和７年１０月２０日（月）の期間に行うものとし、撤去にかかる展示室での造作物

の解体、搬出等は令和７年１２月１日（月）～令和７年１２月４日（木）の期間に行

うものとする。 

 

５ 委託業務内容 

（１）本業務を進めるにあたっての基本内容 

  ア 受託事業者は、当館と定期的に協議を行い、業務を進めていくこと。 

  イ 受託事業者は、契約締結日から業務完了日までの全体工程書案を当館と協議のう

え作成すること。作成した全体工程書案については、協議の際に進捗状況を反映させ

たものをその都度作成し、更新内容を当館及び受託事業者において共有すること。 

  ウ 業務の提案及び実施にあたっては、「令和７年度特集展示「太宰府博覧会と鎮西博

物館－明治時代の博物館構想－」企画書、「特集展示「太宰府博覧会と鎮西博物館－

明治時代の博物館構想－」展示概要」（申込者に別途提供）、「九州国立博物館４階文

化交流展示室第１１室図面」、「九州国立博物館４階文化交流展示室第１１室出入口 

現状」を参照すること。なお、この企画書及び展示概要等には変更が生じる可能性が

ある。 

（２）実施図面等の作成 

  ア 受託事業者は、履行場所の特性（壁面・床の保護、電源の確保、搬入口の大きさ等）

を踏まえ、当館担当者と打合せのうえ業務を進めていくに必要な図面等を作成する



こと。 

（３）展示会場の造作 

  ア 受託事業者は、展示室の特性や来館者の動線等を踏まえ、当館担当者と打合せ 

のうえ展示会場のデザイン及び造作を行うこと。デザイン及び造作の際は、壁面や床

の養生及び来館者の動線に配慮すること。 

 （造作内容） 

・ 会場内造作物、展示用演示具の作成 

会場内の造作物及び展示予定文化財の演示具を当館担当者と打合せのうえ作成す

ること。 

・ ごあいさつパネル（１点）、解説パネル（約１０点）、展示告知サイン（１点）、館内

誘導サイン（３点）、他適宜必要になったパネル等の制作。サイズや体裁のフォーマ

ットは当館担当者と打合せのうえ決定するものとする。 

  イ 受託事業者は、提案した会場デザイン等の内容をベースに当館と協議のうえ、適宜

修正し、造作すること。 

（４）展示会場設営・撤去 

  ア 受託事業者は、業務の実施にあたり、履行場所を損傷することのないよう予防措置  

   を取ること。履行場所を損傷させた場合には、当館と協議のうえ、原状回復の方法や 

   実施時期などについて決定するものとする。 

  イ 受託事業者は、展示会場の設営及び撤去を実施するうえで、技術監督者を配置し、

当館と連絡調整を行い、全体のスケジュールを管理し共有すること。また、必要に応

じて当館と協議の場を設定し、連携して業務にあたること。 

（５）業務実施報告書の作成 

   本業務終了後、実施内容について業務実施報告書を作成すること。報告書の対象期間

については、施工期間を対象とし、担当業務の配置人数、従事画像、設置物の画像、

実施前・後の展示室の画像、期間中の全体スケジュール等を盛り込むこと。 

（６）法令順守及び各種申請等 

  ア 本業務の実施は、関係法令を遵守して行うこと。 

  イ 受託事業者は、本事業を実施するにあたり発生する申請業務及び届出業務を行う

こと。 

  ウ 上記ア・イの実施にあたり当館の対応や調整が必要となる業務については、当館が

対応又は同行する。 

 

６ 留意事項 

（１） 事業を円滑に進めるため、経験豊富なスタッフを配置すること。 

（２） 受託事業者は円滑に事務が進められるよう、十分な体制で臨むこと。 

（３） 本業務の実施に伴い、第三者に与えた損害は、当館の責に帰するべきものを除き、



全て受託事業者の責任において処理すること。 

（４） 提案された内容全てにおいて、実施することを確約するものではなく、内容及び金

額については双方が調整すること。 

（５） 本事業の成果物の著作権は、すべて当館に帰属するものとする。 

（６） 契約に際しては、保有個人情報に関する特記事項を遵守し、法第６６条第 2 項にお

いて準用される同条第 1 項の規定及び番号利用法第 12 条の規定により、保有個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務があること。 

（７） 本仕様書に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、当館担当者と協議し、

その決定に従うこと。 

 

 

 

 

（参考 昨年度開催 特集展示「人吉球磨の玉手箱」で作成した造作璧・パネルサイズ等 

（一部抜粋）） 

 ・ごあいさつパネル          W1456 × H1030 

 ・解説パネル                    W1189 × H841 

                                       W594   × H841 

 ・展示告知サイン           W900  × H950 

 ・誘導サイン                W270  × H260 

 ・造作璧               W2700 × D380 × H2700 

                    W1300 × D380 × H2700 


